
1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

庁内各課かい及び各小・中学校との連絡・調整 連絡・調整

9月
10

月

11

月

「研究研修担当」運営（含：スケジュール管理） 連絡・調整
「青少年教育相談担当」運営（含：スケジュール管理） 連絡・調整

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

研究研修及び青少年教育相談管理運営事業

教育総務部 教育センター

・研究研修及び青少年教育相談担当事業の効率化を図るために会計年度任用職員を含む各

所員の業務の管理・調整に努めます。また、庁内各課かい及び市内小・中学校との連携を

図ることで、両担当の円滑な運営に努めます。



あり

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１８条２

 市町村に置かれる教育委員会（以下「市町村委員会」という。）の事務局に、前項の規

定に準じて指導主事その他の職員を置く。

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３０条

 地方公共団体は、法律の定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の

教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係

職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置すること

ができる。

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３１条２

 前条に規定する学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職

員、技術職員その他の所要の職員を置く。

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３１条３

 前二項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共

団体の条例で定めなければならない。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限

りではない。

・茅ヶ崎市教育センター条例第１条

 この条例は、茅ヶ崎市教育センターの設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとす

る。

・茅ヶ崎市教育センター条例第２条

 教育に関する調査研究、教育関係職員の研修及び教育相談を行うため、茅ヶ崎市教育セ

ンター（以下「教育センター」という。）を設置し、その名称及び位置は、次のとおりと

する。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

 （８）その他教育センターの目的達成に必要なこと。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

乳幼児期の子育ち・子育て講座に係る業務 市民等向け研修・講座

茅ヶ崎市幼児・小学校教育連携連絡会の運営 運営・事務作業
茅ヶ崎寒川地区保幼小教育連携研究協議会との連携 運営・事務作業

幼児教育研修会に係る業務 市民等向け研修・講座

9月
10

月

11

月

響きあい教育シンポジウムに係る業務 市民等向け研修・講座

教育講演会に係る業務 市民等向け研修・講座

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

幼児期からの子どもの育ちに関する講座・講演及び連携事業

教育総務部 教育センター

・健やかな心身の調和的な発達に必要な教育のあり方について、幼児期から思春期への子

どもの育ちに関する基礎研究や情報収集等を行い、茅ヶ崎市の教育の現状を把握する中

で、響きあい教育シンポジウム、教育講演会、幼児教育研修会（茅ヶ崎寒川地区保幼小教

育連携研究協議会との共催）、乳幼児期の子育ち子育て講座を開催し、市民向けに情報提

供の場を設けます。

・幼児期からの健やかな育成を目指す中で、情報交換の場として、茅ヶ崎市幼児・小学校

教育連携連絡会の実施、茅ヶ崎寒川地区保幼小教育連携研究協議会との連携を行います。



あり

・教育基本法第１０条２

 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及

び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるように努めなければ

ならない。

・教育基本法第１１条

 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんが

み、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成⾧に資する良好な環境の整備その他適当な

方法によって、その振興に努めなければならない。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

 （３）教育に関する講座及び講演に関すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

子どもの成⾧発達調査研究員会 調査・研究
情報教育調査研究員会 調査・研究

9月
10

月

11

月

茅ヶ崎の学習調査研究員会 調査・研究
授業研究調査研究員会 調査・研究

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

質の高い学びづくりに資する調査研究の推進事業

教育総務部 教育センター

・茅ヶ崎市の教育を推進していく上で直面する教育課題や、児童・生徒への効果的な指導

に係る教育課程上の課題について調査研究を行います。

・小学校と中学校の校種が異なる教員がチームを組んで、授業改善・教育課題・成⾧発達

の３つの分野に関係する課題の追究に向けて授業実践及び協議などを行います。



あり

・教育基本法第９条

 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励

み、その職責の遂行に努めなければならない。

・教育公務員特例法第２１条

 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならな

い。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

 （１）教育の研究に関すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9月
10

月

11

月

茅ヶ崎教育研究員会 調査・研究
児童生徒意識調査 統計調査・集計

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

子どもたちの学習・生活状況に関する調査研究事業

教育総務部 教育センター

・児童・生徒の学習及び生活状況を把握するため、毎年継続して「茅ヶ崎市立小中学校児

童生徒意識調査」を実施します。

・総合計画及び教育基本計画の指標目標値との整合を図り、教育委員会内の諸事業の評価

に資するために調査します。

・調査結果については、茅ヶ崎教育研究員会による分析・検証を行い、報告書等を学校の

教職員や市民に公表します。



あり

・教育基本法第９条

 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励

み、その職責の遂行に努めなければならない。

・教育公務員特例法第２１条

 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならな

い。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

 （１）教育の研究に関すること。

 （４）研究の成果の発表及び刊行に関すること。

 （８）その他教育センターの目的達成に必要なこと。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9月
10

月

11

月

神奈川県教育研究所連盟との連携 周知・広報

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

神奈川県教育研究所連盟関係研究連携事業

教育総務部 教育センター

 他市町村との交流を通して茅ヶ崎市の教育の充実が図られるよう、県教連加盟の市町村

主催の研究会等の開催について各学校に周知するとともに、研究内容や状況に応じて、県

教育研究所連盟と連携を図ります。



あり

・教育基本法第９条

 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励

み、その職責の遂行に努めなければならない。

・教育公務員特例法第２１条

 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならな

い。

・教育公務員特例法第２２条

教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

 （１）教育の研究に関すること。



1 ■
2 ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

教育情報誌の作成・提供 事務作業全般
研究集録作成 作成・配付

9月
10

月

11

月

調査研究発表会 教職員向け研修
調査研究発表会準備 連絡・調整

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

調査研究成果の発信啓発事業

教育総務部 教育センター

・調査研究成果や調査研究過程について発信し、教育関係者への教育課題解決のための意

識啓発を図ります。

・調査研究推進事業と連携を図り、調査研究発表会を開催します。

・各研究員会の調査研究の成果や課題を研究集録にまとめるとともに、機会を捉え教育関

係者に情報提供し、研究成果が活用されるよう努めます。



あり

・教育基本法第９条

 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励

み、その職責の遂行に努めなければならない。

・教育基本法第１０条２

 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及

び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるように努めなければ

ならない。

・教育公務員特例法第２１条

 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならな

い。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

 （１）教育の研究に関すること。

 （２）教育関係職員の研修に関すること。

 （４）研究の成果の発表及び刊行に関すること。



1 ■ ■
2 ■
3 ■
4 ■
5 ■ ■
6 ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

財務伝票起票事務 伝票処理・契約事務
実績報告書式発送事務 通知等発送、問合せ・相談

実績報告書受付事務 申請等受付

交付決定通知書発送事務 通知等発送、問合せ・相談

9月
10

月

11

月

交付申請書式発送事務 通知等発送、問合せ・相談

交付申請書受付事務 申請等受付

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

教育関係団体との連携推進事業

教育総務部 教育センター

・「茅ヶ崎寒川地区小学校教育研究会」及び「茅ヶ崎寒川地区中学校教育研究会」の教職

員の研修、児童・生徒の資質向上に関すること、茅ヶ崎寒川地区小中学校の教育発展向上

を図るための事業に交付金を支給し、主体的な研究の活性化のための支援を行います。

・「茅ヶ崎地区中学校体育連盟」の生徒体育大会の開催その他スポーツ発展を図るための

事業に交付金を支給し、中学校部活動の充実のための支援を行います。



あり

・茅ヶ崎市補助金等の交付に関する規則

(補助金等の交付の対象)

第3条 市⾧は、公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内に

おいてその施行に必要な経費の全部又は一部について補助金等を交付することができる。

・茅ヶ崎市教育委員会教育総務部教育センター所管に係る補助金等交付要綱

（趣旨）第１条

 この要綱は、茅ヶ崎市教育委員会教育総務部教育センターが所管する補助金等の交付に

ついて、茅ヶ崎市補助金等の交付に関する規則（平成４年茅ヶ崎市規則第２６号。以下

「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9
10
11
12
13
14
15

要請訪問研修 教職員向け研修
トワイライトセミナー 教職員向け研修

２年経験者研修 教職員向け研修
３年経験者研修 教職員向け研修
臨時的任用職員研修 教職員向け研修

１年経験者研修 教職員向け研修

9月
10

月

11

月

初任者研修 教職員向け研修
初任者研修指導教員等連絡会 庁外調整・会議

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

初任者研修等教職員人材育成事業

教育総務部 教育センター

・初任者研修は、初任の教諭に対して、教員及び社会人としての自覚を高めるとともに、

児童・生徒の実態に応じた学習指導や学級経営に必要な基礎的・基本的な知識や技能を習

得し、組織の一員としての意識を高めます。

・ファーストキャリアステージに係る教員及び臨時的任用職員において、教員として必要

な資質・能力を段階的に身に付けられるよう、体系的に研修を実施します。

・自身や学校の強み及び課題等を踏まえて学ぶ目的を明確にし、自ら学びをデザインして

主体的に学び続ける教職員の育成に努めます。



あり

・教育基本法第９条

 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励

み、その職責の遂行に努めなければならない。

・教育公務員特例法第２０条２（３）

 公立の小学校等の校⾧及び教員のうち県費負担教職員である者（前2号に掲げるものを除

く。）当該校⾧及び教員の属する市町村の教育委員会

・教育公務員特例法第２１条

 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならな

い。

・教育公務員特例法第２２条

教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

・教育公務員特例法第２３条

 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等（臨時的に任用された者その他の政

令で定める者を除く。）に対して、その採用（現に教諭等の職以外の職に任命されている

者を教諭等の職に任命する場合を含む。）の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂

行に必要な事項に関する実践的な研修（以下「初任者研修」という。）を実施しなければ

ならない。

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４５条

 県費負担教職員の研修は、地方公務員法第３９条第２項の規定にかかわらず、市町村委

員会も行うことができる。

２ 市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければなら

ない。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

 （２）教育関係職員の研修に関すること。

【補足：神奈川県との連携】

・神奈川県「教職員人材確保・育成計画」との整合を図り、「指標」が策定されていま

す。

・その「指標」を踏まえて「教員研修計画」が策定されています。

・県の施策と連携しながら本市の研修を実施しています。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

マネジメント能力向上のための研修及び支援 通知等発送、問合せ・相談

9月
10

月

11

月

教職経験に応じた基本研修 通知等発送、問合せ・相談

教職としての専門性を高める研修 通知等発送、問合せ・相談

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

神奈川県立総合教育センター等関係研修推進事業

教育総務部 教育センター

・神奈川県立総合教育センター及び体育センターが実施する基本研修、指定研修等に関す

る連絡調整を行います。

・神奈川県立総合教育センター等が主催する研修の内容や方法についての情報収集に努

め、本市教育センターが主催する研修への反映等を検討します。



あり

・教育基本法第９条

 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励

み、その職責の遂行に努めなければならない。

・教育公務員特例法第２１条

 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならな

い。

・教育公務員特例法第２２条

 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

２ 教員は、授業に支障のない限り、本属⾧の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行

うことができる。

３ 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、⾧期にわたる研修を

受けることができる。

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４５条

 県費負担教職員の研修は、地方公務員法第３９条第２項の規定にかかわらず、市町村委

員会も行うことができる。

２ 市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければなら

ない。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

 （２）教育関係職員の研修に関すること。

【補足：神奈川県との連携】

・神奈川県「教職員人材確保・育成計画」との整合を図り、「指標」が策定されていま

す。

・その「指標」を踏まえて「教員研修計画」が策定されています。

・県の施策と連携しながら本市の研修を実施しています。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■
3 ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

教職員研修用学校図書の購入 運営・事務作業

9月
10

月

11

月

学習指導講座 教職員向け研修
教育実践講座に係る業務 教職員向け研修

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

学校内研究・研修の支援事業

教育総務部 教育センター

・各学校を会場として、校内研究テーマに即した講師を招聘して学習指導講座を開催し、

授業研究を中心とした校内研究の充実と校内研究を通した市内小・中学校教員の交流を図

ります。

・教育研究機関や大学等の研究者と連携し、教育活動の実践展開に役立つ情報を収集、講

座等で提供したり、研究用図書を購入したりすることで学校内研修の支援を行います。



あり

・教育基本法第９条

 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励

み、その職責の遂行に努めなければならない。

・教育公務員特例法第２１条

 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならな

い。

・教育公務員特例法第２２条

 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４５条

 県費負担教職員の研修は、地方公務員法第３９条第２項の規定にかかわらず、市町村委

員会も行うことができる。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

 （２）教育関係職員の研修に関すること。



1 ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

資料収集・物品等貸出 事務作業全般
「わたしたちの茅ヶ崎」検討委員会 調査・研究

9月
10

月

11

月

顕微鏡観察用微小生物提供事業 事務作業全般
社会科資料集及び地域教材副読本の改訂 調査・研究

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

教材等の整備・提供に関する事業

教育総務部 教育センター

・教育活動の充実に資する教材等の整備・提供に努めるとともに、教育センター所蔵の資

料の整理を行い、その活用について、教職員への周知に努めます。

・社会科資料集及び地域教材副読本の改訂について「わたしたちの茅ヶ崎」検討委員会に

より内容の精査等を行い、改訂作業を進めます。



あり

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

 （４）研究の成果の発表及び刊行に関すること。

 （５）教育に関する図書及び資料の収集に関すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

神奈川県青少年創意くふう展覧会へ出品 事務作業全般
創意工夫・研究作品集録の発行 事務作業全般

全国小・中学生作品コンクールへ出品 事務作業全般

9月
10

月

11

月

茅ヶ崎市小学校中学校創意工夫・研究作品展運営委員会 運営・事務作業
茅ヶ崎市小学校中学校創意工夫・研究作品展 運営・事務作業

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

創意工夫・研究作品展事業

教育総務部 教育センター

・茅ヶ崎市小学校中学校の児童・生徒の創意工夫・研究作品を集め、作品展を開催し、創

意工夫及び研究意欲の増進と高揚を図ります。

・茅ヶ崎市小学校中学校創意工夫・研究作品展運営委員会を組織し、運営及び審査を行い

ます。

・茅ヶ崎市小学校中学校創意工夫・研究作品展を開催し、出品児童・生徒等の顕彰を行い

ます。

・創意工夫作品の入賞作品を神奈川県青少年創意くふう展覧会に、研究作品の入賞作品を

全国小・中学生作品コンクールへ出品します。



あり

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

 （８）その他教育センターの目的達成に関すること。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

支援ネットワーク会議 支援
あすなろ教室心理研修会・医療研修会等 職員向け研修
児童・生徒自立支援講座 市民・職員向け講座

個別面談・保護者懇談会 行事

9月
10

月

11

月

通室生支援等 指導・支援
体験学習・社会見学・安全指導等 行事

2月

あすなろ教室関係事業

教育総務部 教育センター

・学校、青少年教育相談担当、関係機関と連携を図りながら、通室生に社会的自立や学校

復帰に向けた指導・支援を行います。

・専門家の指導を受けながら、研修、事例検討会等を実施します。

・参加対象を、通室生保護者だけではなく、一般市民にも広げた不登校に関する講座を開

催し、保護者支援を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月



・義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律（平成２８年１２

月２２日）

第８条（学校における取組への支援）

第９条（支援の状況等をに係る情報の共有の促進等）

第１１条（学習支援を行う教育施設の整備等）

第１２条（学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握）

第１３条（学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援）

・「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」令和元年10月25日 文部科学省

３ 教育委員会の取組の充実

（３）教育支援センターの整備充実及び活用

１．教育支援センターを中核とした体制整備

 ・・・また、不登校児童生徒の無償の学習機会を確保し、不登校児童生徒への支援の中核的な役

割を果たしていくため、未設置地域への教育支援センターの設置又はこれに代わる体制整備が望ま

れること。そのため、都道府県教育委員会は、域内の市区町村教育委員会と緊密な連携を図りつ

つ、未整備地域を解消して不登校児童生徒や保護者が利用しやすい環境づくりを進め、「教育支援

センター整備指針（試案）」を参考に、地域の実情に応じた指針を作成し必要な施策を講じていく

ことが求められること。（抜粋）

・教育支援センター整備指針（試案）

１ 趣旨

 教育委員会は、教育支援センター（以下「センター」という。）の整備に当たって、この指針の

定めるところに留意し、不登校児童生徒に対する適切な支援を行わなければならない。

２ 設置の目的

 センターは、不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習

慣の改善等のための相談・指導（学習指導を含む。以下同じ。）を行うことにより、その社会的自

立に資することを基本とする。

・「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策について（通知）」(COCOLOプラン）

令和５年３月31日 文部科学省

１ 不登校児童生徒が学びたいと思った時に学べる環境の整備

（３）教育支援センターの支援機能等の強化

 教育支援センターには、不登校児童生徒本人への支援に留まらず、その保護者が必要とする相談

場所や保護者の会等の情報提供や、域内の様々な学びの場や居場所につながることができるように

するための支援等を行うことが期待されること。

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

 （７）適応指導及び相談指導に関すること。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

心の教育相談員中学校区連絡会 連絡・調整

9月
10

月

11

月

児童・生徒からの相談 支援
心の教育相談員研修会等 職員向け研修

2月

心の教育相談関係事業

教育総務部 教育センター

・各学校に配置している「心の教育相談員」が、児童・生徒の悩みやストレスに早い段階

から関われるよう、いつでも気軽に話せる環境を整えていきます。

・迅速に対応できるよう学校内の相談体制の充実を図るとともに、スーパーバイザーによ

る研修会等を通して「心の教育相談員」の資質向上に努めます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月



・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

 （７）適応指導及び相談指導に関すること。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■
6 ■ ■
7 ■ ■ ■
8 ■
9
10
11
12
13
14
15

不登校児童・生徒訪問相談（要事前相談） 支援
青少年教育相談室スーパーバイズ 指導・助言
訪問相談員研修会 職員向け研修
心の教育相談員中学校区連絡会（ＳＣ） 連絡・調整
スクールカウンセラー連絡協議会（ＳＣ） 職員向け研修

小・中学校要請教育相談（要事前相談） 支援

9月
10

月

11

月

電話相談 支援
面接（来所）相談 支援

2月

青少年教育相談関係事業

教育総務部 教育センター

・児童・生徒及び青少年の健全育成等を目指し、各々のケースに応じた電話、面接、訪問

等の相談活動を行います。

・多様化、複雑化する相談内容に対応するため、関係機関との緊密かつ迅速な連携を図り

ます。

・県派遣のスクールカウンセラーを中学校区に配置し、児童・生徒・保護者からの相談に

応じるとともに、県の要綱等に則り運用します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月



・学校教育法施行規則65条の３

 スクールカウンセラーは、小学校における児童の心理に関する支援に従事する。

・義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律（平成２

８年１２月２２日）第9条

 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われ

ることとなるよう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る

情報を学校の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者間で

共有することを促進するために必要な措置その他の措置を講ずるものとする。

・チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）（平成２７年）

・児童・生徒の教育相談の充実について（通知）（平成２９年）

・スクールカウンセラー業務ガイドライン（神奈川県教育委員会）

・茅ヶ崎市教育委員会事務局の組織等規則第６条３

 （６）青少年相談に関すること。

あり


